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  巡回連絡とは、交番や駐在所の警察官が、皆様のご家庭を戸別

訪問し、 

   〇 犯罪や事故の発生状況、犯罪や事故の被害者とならない

    ためのアドバイス 

   〇 犯罪や事故が発生した場合にどうしたらよいか 

などについてご連絡をするとともに、皆様から警察活動に対する

ご要望やご意見をお伺いするものです。 

  皆様からお聞きしたことや巡回連絡カードに記載していただいた個人情報は、皆様
の日常生活の安全と安心の確保に役立てる目的以外には利用することはありません。 

  なお、巡回連絡は、皆様の理解と協力に基づいて行うものです。 

巡回連絡(じゅんかいれんらく)って何？ 

  巡回連絡カードとは、交番や駐在所の警察官が皆様のご家庭

を訪問した際に、ご記入をお願いしているものです。 

  この巡回連絡カードは、 

    〇 火災や震災により被害に遭われた場合 

    〇 ご自宅を留守にされ、盗難等の被害に遭われた場合 

    〇 外出先で、ご家族が交通事故に遭われた場合 

など、非常時のご連絡に役立てるものです。 

巡回連絡カードにご記入をお願いしております。 


